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   Ｂ０１Ｄ    3/32     　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成27年6月11日(2015.6.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　本発明の蒸留塔は、一つの従来型の蒸留塔（より正確には、連続蒸留塔）を、濃縮部の
途中または回収部の途中で二つの塔、すなわち第一の塔と第二の塔に分けた構成を有する
。第二の塔の中間段（塔頂部以外かつ塔底部以外の段）に原料が供給される。なお、従来
型の蒸留塔は、単一の塔（容器）を有し、濃縮部の全部および回収部の全部がその単一の
容器内の連続する領域に存在する。そして、従来型の蒸留塔はコンプレッサーを備えない
。換言すれば、本発明の蒸留塔は、一つの従来型蒸留塔の塔内の領域を、二つの領域に区
画し、それら二つの領域をそれぞれ別個の塔（容器）に収容し、二つの塔の間で流体を移
送するライン（蒸気を移送するラインと液を移送するライン）で二つの塔を接続した構成
を有する。一方の塔から排出される流体は、その全量（ただし、一方の塔から流体がいっ
たん排出された後に、この一方の塔に戻される場合には、戻される流体の量は除く）が他
方の塔に供給される。つまり、一方の塔から他方の塔に蒸気が移送される場合、その全量
（例えば還流などによって、一方の塔から排出された蒸気の一部がこの一方の塔に戻され
る場合には、その戻される流体の量は除く）が他方の塔に供給される。また、一方の塔か
ら他方の塔に液が移送される場合、その全量（例えばリボイラーを経由するなどして、一
方の塔から排出された液の一部がこの一方の塔に戻される場合には、その戻される流体の
量は除く）が他方の塔に供給される。つまり、第一の塔と第二の塔との間の流体のやりと
りに際しては、これらの塔以外の機器もしくは蒸留塔外に流体が送られることはない。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６３】
　高圧塔の塔頂部から排出される蒸気は、塔頂コンデンサーＢ１２で冷却され、少なくと
も一部が凝縮される。凝縮液の一部が高圧塔に還流され、残りの凝縮液（凝縮していない
蒸気を伴ってもよい）は留出液として蒸留塔から排出される。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８５
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８５】
　第二の塔の塔頂部から排出される蒸気の残部は、塔頂コンデンサーＤ１０で冷却され、
少なくとも一部が凝縮される。凝縮液の一部が第二の塔の塔頂部に還流され、残りの凝縮
液（凝縮していない蒸気を伴ってもよい）は留出液として蒸留塔から排出される。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８８】
　第一の塔の運転圧力は、第二の塔のよりも僅かに高く設定される。この圧力差は、第一
の塔の塔頂から排出される蒸気が、配管の圧力損失などに打ち勝ち、第二の塔の塔底部に
供給することができる分に相当する。また、第二の塔の塔底部から排出される液に関して
は、配管の圧力損失や高低差、第一の塔と第二の塔との運転圧力差により、第二の塔から
第一の塔に送ることができない場合など、必要に応じて送液のためにポンプを用いること
ができる。
第一の塔の塔頂部に、コンデンサーおよび還流ラインを設けなくてもよく（図４）、ある
いは設けてもよい。いずれの場合も、第一の塔の塔頂部から排出される蒸気は、場合によ
って（還流として）第一の塔に戻される部分を除き、その全量が第二の塔の塔底部に供給
される。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０４】
　・第二の詳細例
　前述のｂに記載したような熱交換構造、すなわち第二の塔に含まれる濃縮部から蒸気を
抜き出して熱交換器を経てその濃縮部に戻すよう構成される熱交換構造は、例えば次のよ
うな要素を含むことができる：
・第二の塔に含まれる回収部（回収部Ｙ）の或る段に設けられ、上から流下してきた液を
溜める液溜め部；
・前記液溜め部内に配置された熱交換器；
・第二の塔に含まれる濃縮部（濃縮部Ｘ）の内部に設けられた、上下の段を完全に仕切る
仕切板；
・前記仕切板の下側の蒸気をこの熱交換器へ導入する配管（第三の配管）；
・第三の配管を経由してこの熱交換器へ導入された後にこの熱交換器より流出する流体を
、前記仕切板の上側へ導入する配管（第四の配管）。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０７】
　ここで、液溜め部での熱交換器２の作用について説明する。回収部Ｙの上部から棚段或
いは充填層を通って液が流下してくる。この液１０は、任意の段に設けられた液溜め用棚
板４上の液溜め部に溜まる。液溜め部内にはチューブバンドル型熱交換器２のＵ形チュー
ブが配置されているため、該Ｕ形チューブは液１０の中に浸漬されることとなる。この状
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態において熱交換器２の上側のチューブ部分２ｂに濃縮部Ｘ内の高温蒸気が配管２３によ
って導入されたとき、高温蒸気が移動するチューブ部分２ｂ，２ａの管壁と接している液
１０の一部は加熱され蒸気１５になって上昇する。また配管２３から熱交換器２に導入さ
れた高温蒸気は、上側のチューブ部分２ｂから下側のチューブ部分２ａを移動するにつれ
て、液相と気相が混ざった流体、或いは液体に変わる。この流体は塔外の配管を通り、後
述するような濃縮部Ｘの仕切板上の段に導入される。濃縮部Ｘの仕切板より上の領域は仕
切板より下の領域よりも低い操作圧力に設定されており、この圧力差により流体の循環が
行われる。回収部Ｙの熱交換器が、濃縮部Ｘの仕切り板より、鉛直方向において高い位置
に設置されている場合、このような流体の循環においても、ポンプなどの圧送手段を特に
必要としない。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１１】
　以下実施例により本発明をさらに詳細に説明するが、本発明はこれによって限定される
ものではない。図６～８に圧力（ｋＰａＡ）、温度（℃）、熱交換量（ＭＷ）および電力
消費量（ＭＷ）を示すが、圧力は円の中に、温度は矩形の中に、熱交換量は長円の中に、
電力消費量は長六角形の中に示す。圧力単位「ｋＰａＡ」における「Ａ」は、絶対圧を意
味する。また、図中、ＣＷ、ＳＴＭはそれぞれ、冷却水、スチームを表す。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２８】
　表２に、本例の蒸留塔の塔頂運転圧力、用役冷却負荷、用役加熱負荷、消費電力を示し
、また総用役冷却負荷、総用役加熱負荷、総消費電力を示す。ここでいう用役冷却負荷は
、用役による冷却の負荷であり、詳しくは、塔頂コンデンサー７１１において冷却水によ
って蒸留塔から取り除かれる熱量である。ここでいう用役加熱負荷は、用役による加熱の
負荷であり、詳しくは、リボイラー７０７においてスチームによって蒸留塔に与えられる
熱量である。三つの熱交換器７１０も塔頂コンデンサーとして機能するが、これらにおい
ては蒸留塔内の流体を用いて冷却を行っているため、外界に熱を取り出す必要がなく、用
役冷却負荷はゼロである。熱交換器７０５もリボイラーとして機能するが、これにおいて
は、蒸留塔内の流体を加熱源として利用しているため、外界からリボイラーを加熱する必
要がなく、したがって用役加熱負荷はゼロである。消費電力は、コンプレッサー７０４で
消費される電力である。消費電力は、機械損失を含んだ値で示した。なお、機械損失は７
％と想定しているので、消費電力は圧縮に必要な電力を１．０７倍した値となっている（
他の例においても同様）。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１４３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１４３】
　表２に、第一の塔の塔頂運転圧力、用役冷却負荷、用役加熱負荷、消費電力を示した。
ここでいう用役冷却負荷は、用役による冷却の負荷であり、詳しくは、塔頂コンデンサー
８２２において冷却水によって蒸留塔から取り除かれる熱量である。ここでいう用役加熱
負荷は、用役による加熱の負荷であり、詳しくは、リボイラー８２５においてスチームに
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よって蒸留塔に与えられる熱量である。第一の塔はコンプレッサーを備えないので、消費
電力はゼロである。


	header
	written-amendment

